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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
先端にブラシ体等を保持したホルダーをその先端が若干本体外に突出するようにして本体
内に固着し、前記ブラシ体等の外周面を被覆、保護するスリーブを本体とホルダーとの間
に挿入して外方にスライド自在に配置し、スリーブの先端にキャップを着脱自在に挿着し
た化粧ブラシ等の保護装置において、ブラシ体等を保持するホルダーの先端部に径方向に
弾性的に湾曲自在な複数の弾性板を設け、該弾性板の先端に外方に突出した突部を形成し
、前記スリーブが本体内に収納された位置にあるとき前記突部が係入する凹部をスリーブ
の内周面に形成したことを特徴とする化粧ブラシ等の保護装置。
【請求項２】
弾性板が、間隔を存して配置された複数の板からなることを特徴とする請求項１記載の化
粧ブラシ等の保護装置。
【請求項３】
弾性板が、ホルダーの先端部に形成されたスリット又は切込みにより形成されていること
を特徴とする請求項１記載の化粧ブラシ等の保護装置。
【請求項４】
弾性板が、弾力性を有するプラスチック板であることを特徴とする請求項１乃至３のいず
れかに記載の化粧ブラシ等の保護装置。
【請求項５】
弾性板が、バネ弾性を有する金属板であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに
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記載の化粧ブラシ等の保護装置。
【請求項６】
スリーブの一部を外周方向に円弧状に屈曲させて屈曲部を形成し、該屈曲部の内周面を弾
性板の突部が係入する凹部としたことを特徴とする請求項１記載の化粧ブラシ等の保護装
置。
【請求項７】
スリーブの内周面を凹設して、弾性板の突部が係入する凹部としたことを特徴とする請求
項１記載の化粧ブラシ等の保護装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
この発明は、化粧用のブラシやスポンジ等の塗布具或いはアイラインペンシル、棒口紅等
の筆記具の塗布部又は筆記部を保護するための装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、化粧用のブラシやスポンジ等の塗布具或いはアイラインペンシル、棒口紅等の筆記
具の塗布部又は筆記部を保護するために、塗布部等を器具本体に対して軸方向にスライド
するスリーブに収納して保護し、該スリーブをスライドさせて塗布部等を使用可能な状態
に露出させるようにしたものは公知であり、例えば実開昭６２－７３８１４号公報、実公
平６－１４８３６号公報、実用新案登録第３０４３５７８号公報等に開示されている。か
かる保護用スリーブは、スリーブのスライドがスムースになされると共に、保護位置又は
露出位置にスライドさせられたスリーブが自重や或いは衝撃で簡単に移動しないように構
成されていることが望ましい。このため、スリーブと器具本体或いは塗布部等のホルダー
とを弾性的に接触させて、スライドのスムース性と位置保持作用とが達成されるようにし
てある。尚、この明細書において「塗布具等」の用語は、化粧用ブラシやスポンジ等の塗
布具とアイラインペンシル、棒口紅等の筆記具を含む用語として定義され使用される。又
、「塗布部等」の用語は、ブラシやスポンジ等の塗布部と、アイラインペンシルや棒口紅
との筆記部を含む用語として定義され使用される。
【０００３】
従来公知の塗布具等にあっては、スリーブと器具本体若しくはホルダーとの間に配置され
た弾性手段が、経年変化或いは材料の疲労等に基因して弾性が低下し、スムースなスライ
ドや位置保持が出来なくなり、使用中にスリーブが自重でスライドする等の問題があった
。特に、弾性手段がプラスチックで形成されている場合には、長時間の緊張や圧縮或いは
高温での放置により、バネとしての反発弾性が消失して来るおそれがあった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
この発明は、スリーブがスライド先端位置若しくはスライド後端位置にあるとき、スリー
ブと器具本体若しくはホルダーとの間に配置された弾性手段に、緊張若しくは圧縮の負荷
が掛らないようにして、弾性手段の材料の疲労による弾性の低下を防止すると共に、特に
弾性手段をプラスチックで形成するに適した構造を提供することを課題とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するためにこの発明が採った手段は、先端にブラシ体等を保持したホルダ
ーをその先端が若干本体外に突出するようにして本体内に固着し、前記ブラシ体等の外周
面を被覆、保護するスリーブを本体とホルダーとの間に挿入して外方にスライド自在に配
置し、スリーブの先端にキャップを着脱自在に挿着した化粧ブラシ等の保護装置において
、ブラシ体等を保持するホルダーの先端部に径方向に弾性的に湾曲自在な複数の弾性板を
設け、該弾性板の先端に外方に突出した突部を形成し、前記スリーブが本体内に収納され
た位置にあるとき前記突部が係入する凹部をスリーブの内周面に形成したことを特徴とす
る。
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【０００６】
弾性板は、間隔を存して配置された複数の板から構成しても、ホルダーの先端部に形成さ
れたスリット又は切込みにより形成してもよい。又、弾性板は、弾力性を有するプラスチ
ック板であっても、バネ弾性を有する金属板であってもよい。
【０００７】
スリーブの一部を外周方向に円弧状に屈曲させて屈曲部を形成し、該屈曲部の内周面を弾
性板の突部が係入する凹部としても、スリーブの内周面を凹設して、弾性板の突部が係入
する凹部としてもよい。
【０００８】
【発明の実施の形態】
この発明の好ましい実施の形態を、以下に詳細に説明する。図面を参照して、(１)はこの
発明にかかる化粧ブラシの本体であって、一端を開放した円筒体からなる。(２)は、該本
体(１)内に挿入された円筒状のホルダーであり、内方端面は接着剤(３)により本体(１)の
閉塞された内端面に接着されて、本体(１)内に固着されている。ホルダー(２)の外端部に
は多数のブリッスルを収束したブラシ体(４)が定着される。本体(１)とホルダー(２)との
間には、スリーブ(５)が軸方向にスライド自在に挿入されており、スリーブ(５)をスライ
ドさせて外方に突出させたとき、ホルダー(２)に保持され本体(１)の開放端から外方に延
出しているブラシ体(４)の外周面を被覆して保護することが出来る。又、スリーブ(５)を
スライドして本体(１)内に収納するとき、ブラシ体(４)を露出させて使用に共することが
出来る。すなわち、スリーブ(５)のスライドによる出し入れによって、ブラシ体(４)の被
覆、保護若しくは使用のための露出を行うことが可能となる。(６)は、円筒状のキャップ
である。かかる化粧用ブラシの構造は従来公知であり、この発明は、かかるスリーブ(５)
を出し入れして、ブラシ体(４)を保護する状態若しくは使用する状態とするようにした化
粧用ブラシにおいて、ホルダー(２)の外端部に弾性手段となる弾性板(７)を形成し、該弾
性板(７)の先端外周面に形成した突部(８)を、スリーブ(５)の円周方向に延びる環状の凹
部(９)に係入して、弾性板(７)への圧縮、緊張を解消するようにしたことを特徴とする。
【０００９】
図４～７を参照して、ホルダー(２)の先端部には複数の弾性板(７)が間隔をおいて一体に
立設されており、該弾性板(７)はホルダーの径方向に弾性的に拡縮することが出来る。弾
性板(７)の先端外周面には、外方に突出する突部(８)が一体に形成されている。弾性板(
７)の突部を形成した外端部は、本体(１)の開放端から若干外方に延び出して位置してい
る。スリーブ(５)の先端から若干本体(１)側に位置して、外方に向かって突出する略半円
形の屈曲部(10)が円周方向に形成され、該屈曲部(10)の内周部は、前記弾性板(７)の突部
を受け入れる環状凹部(９)となり、突出した外周部の上端面はスリーブ(５)に挿着される
キャップ(６)の受け止め部となる。屈曲部(10)の位置は、スリーブ(５)をスライドして本
体(１)内に収納したとき、弾性板(７)の先端の突部(８)が環状凹部(９)内に係入する位置
に形成される。又、この位置において、屈曲部(10)の下端面が本体(１)の開放端面に衝接
して、スリーブ(５)のそれ以上のスライドをストップさせるためのストッパーとして作用
する。
【００１０】
図７に示すように、スリーブ(５)を外方にスライドするとき、弾性板(７)の突部(８)が環
状凹部(９)から抜け出してスリーブ(５)の内周面に当接するため、弾性板(７)は弾力的に
内径方向に湾曲し、突部(８)とスリーブ(５)の内周面との弾力的な当接により、スリーブ
(５)のスライドに弾力的な負荷を与え、スライドのスムースなスライドと適度の抵抗とを
与える。このため、スリーブ(５)が自重で勝手に移動することが防止され、極めて良好な
スライド作用を得ることが出来る。弾性板(７)の内径方向への弾力的な湾曲は、スリーブ
(５)が外方に引き出されたときにのみ行われ、スリーブ(５)が本体(１)内に引き込まれた
化粧用ブラシの非使用状態では、弾性板(７)の突部(８)はスリーブ(５)の環状凹溝内に係
入し、弾性板(７)を内径方向へ弾力的に湾曲する力は作用しておらないため、弾性板(７)
は非緊張、非圧縮状態にあり、弾性の低下や材料の疲労をもたらすおそれはなくなる。
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【００１１】
スリーブ(５)の内方端部には、スリーブの引出長さを規制するためのストッパーとなる鉤
状屈曲部(11)が形成されており、ホルダー(２)の先端部付近に形成された段部(12)に係合
して、スリーブ(５)の引出を停止するようにしてある。キャップ(６)が挿着されるスリー
ブ(５)の先端部外周面には、ダボ(13)が形成され、キャップ(６)を摩擦的に挿着して意図
しない抜け出しを防止している。
【００１２】
図８～１１を参照して、使用する場合キャップ(６)を引き出すとキャップ(６)が挿着され
たスリーブ(５)がキャップ(６)と共に引き出され、ブラシ体(４)の外周をスリーブ(５)が
被覆する。スリーブ(５)の鉤状屈曲部(11)がホルダー(２)の段部(12)に当接した時点で、
スリーブ(５)の引出が停止される。そこで、キャップ(６)をスリーブ(５)から取り外す（
図９の状態）。キャップ(６)を取り外した後、スリーブ(５)を再び本体(１)内に押し込ん
で収納すると、ブラシ体(４)が使用可能な状態に露出する（図１０の状態）。使用後は、
スリーブ(５)を再び引き出してブラシ体(４)を被覆し、被覆した状態のままスリーブの先
端にキャップ(６)を挿着する（図１１）。キャップ挿着後、キャップ(６)をスリーブ(５)
と共に押し込む。こうすることにより、キャップ挿着時に、先広がりになったブラシ体(
４)がキャップ(６)で破損されるおそれがなくなり、キャップを簡単に挿着することがで
きる。
【００１３】
図示の実施例は化粧ブラシについて説明したが、この発明はかかる化粧ブラシに限定され
るものではなく、スポンジ等の塗布用チップや、化粧用ペンシル等についても同様に適用
することが出来る。又、ホルダー(２)は、プラスチックで形成したが、バネ弾性を有する
金属で形成しても良いことは勿論である。又、弾性板(７)は、図示のような複数の弾性板
を間隔を存して立設したものに限定されないことは勿論であり、ホルダーの開放端から形
成されたスリット、切込み等により分離された弾性板とし、弾性を発揮し得るような構造
としてもよい。さらに、スリーブに形成される環状凹部(９)は、スリーブを半円形に屈曲
して形成するものに限られないことは勿論であり、スリーブの内周面を凹設して環状凹部
としてもよい。尚、凹部(９)は、スリーブ(５)が径方向に位置を一定とされておらず回転
自在な構造となっているために、弾性板の突部との係入を確実にするために、スリーブの
内周面を囲繞する環状凹部としたが、スリーブを回転することなくスライドするように本
体に挿入してもよく、この場合には凹部は環状に形成することなく、弾性板の突部と位置
を整合して形成される凹部であってもよい。
【００１４】
【発明の効果】
この発明によれば、スリーブを本体内に収納したとき、スリーブの内周面に形成された凹
部内にホルダーの弾性板の突部を係入して、弾性板の緊張状態を解消するようにしてある
ので、弾性板の弾性が低下したり、材料疲労が惹起するのを防止することが出来ると共に
、凹部内への突部の係合によりスリーブの自由な移動が規制されているため、携帯時や使
用時にスリーブが簡単に動くことがなく、使用性、携帯性に優れている。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明にかかる化粧ブラシの外観斜視図
【図２】キャップを取り外した状態の外観斜視図
【図３】一部を断面した正面図
【図４】分解斜視図
【図５】要部の斜視図
【図６】要部の断面図
【図７】スリーブを移動した状態の要部の断面図
【図８】キャップをスリーブと共に引き出した状態の一部を断面した正面図
【図９】キャップを取り外した状態の一部を断面した正面図
【図１０】ブラシを使用状態にした一部を断面した正面図
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【図１１】キャップを挿着する状態の一部を断面した正面図
【符号の説明】
(１)本体
(２)ホルダー
(３)接着剤
(４)ブラシ体
(５)スリーブ
(６)キャップ
(７)弾性板
(８)突部
(９)凹部
(10)屈曲部
(11)鉤状屈曲部
(12)段部

【図１】 【図２】
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